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○ 農業農村整備事業等により整備された小水力等発電施設整備に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整について
（平成26年４月１日付け25農振第2313号） 一部改正 新旧対照表

改 正 後 現 行

農業農村整備事業等により整備された小水力等発電施設整備に関する補助 農業農村整備事業等により整備された小水力等発電施設整備に関する補助
事業等と固定価格買取制度との調整について 事業等と固定価格買取制度との調整について

農業農村整備事業等（第２の１及び２に掲げる通知に基づき実施する事業 補助事業等（農業農村整備事業、農山漁村地域整備交付金その他の第２の
をいう。以下同じ。）により整備された小水力等発電施設について、当該発電 １及び２に掲げる通知に基づき実施する事業をいう。以下同じ。）により整備
施設を管理する地方公共団体及び土地改良区等（土地改良区及び土地改良区 された小水力等発電施設について、当該発電施設を管理する土地改良区等（土
連合をいう。以下同じ。）が電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達 地改良区及び土地改良区連合をいう。以下同じ。）が電気事業者による再生可
に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づく固定価格買取制度（以 能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）に基づ
下「固定価格買取制度」という。）により売電を行う場合における、農業農村 く固定価格買取制度（以下「固定価格買取制度」という。）により売電を行う
整備事業等の要綱・要領等の規定により発電開始後に行う固定価格買取制度 場合における、補助事業等の要綱・要領等の規定により発電開始後に行う固
との調整については、下記のとおりとするので、遺憾のないようにされたい。 定価格買取制度との調整については、下記とのとおりとするので、遺憾のな

なお、管内の都府県知事に対しては、貴職より通知願いたい。 いようにされたい。
なお、管内の都府県知事に対しては、貴職より通知願いたい。

第１ 売電を行う地方公共団体及び土地改良区等（以下「発電主体」という。） 第１ 土地改良区等は、第３により算定する納付額を協議会（小水力等再生可
は、第３により算定した額を国に納付することとする。 能エネルギー導入支援事業実施要領（平成29年3月31日付け28農振第2114

号）第２の１に基づき都道府県ごとに設置された協議会をいう。以下同じ。）
に設ける会計に納付し、協議会は、当該納付金を第６に定める使途に活用
するものとする。

第２ 対象施設 第２ 対象地区
１．以下の要綱に基づき実施する国営事業により整備された小水力等発電 １．以下の国営事業により整備された小水力等発電施設について、当該施
施設であって、当該施設に係る管理協定等に基づき固定価格買取制度と 設に係る管理協定等に基づき固定価格買取制度との調整を行う地区
の調整を行う施設

（１）国営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第5 （１）国営かんがい排水事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第5
32号農林水産事務次官依命通知） 32号農林水産事務次官依命通知）

（２）国営農業用水再編対策事業実施要綱（平成４年７月７日付け４構改Ｄ
第343号農林水産事務次官依命通知）

（３）国営環境保全型かんがい排水事業実施要綱（平成９年11月25日付け９
構改Ｄ第221号農林水産事務次官依命通知）

（４）国営農業用水再編対策事業（地域用水機能増進型）実施要綱（平成10
年４月８日付け10構改Ｄ第217号農林水産事務次官依命通知

（５）国営流域水質保全機能増進事業実施要綱（平成12年３月24日付け12構
改Ｄ第263号農林水産事務次官依命通知）

（６）国営施設機能保全事業実施要綱（平成23年４月１日付け22農振第2220
号農林水産事務次官通知）
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（７）国営施設応急対策事業実施要綱（平成24年４月６日付け23農振第2685
号農林水産事務次官通知）

（２）国営総合農地防災事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第48 （８）国営総合農地防災事業実施要綱（平成元年７月７日付け元構改Ｄ第48
6号農林水産事務次官依命通知） 6号農林水産事務次官依命通知）

（３）国営農地再編整備事業実施要綱（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第15 （９）国営農地再編整備事業実施要綱（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第15
7号農林水産事務次官依命通知） 7号農林水産事務次官依命通知）

（４）国営緊急農地再編整備事業実施要綱（平成20年４月１日付け19構改Ｄ （10）国営緊急農地再編整備事業実施要綱（平成20年４月１日付け19構改Ｄ
第2056号農林水産事務次官依命通知） 第2056号農林水産事務次官依命通知）

（11）国営耐震対策一体型かんがい排水事業実施要綱（平成26年３月28日付
け25農振第2099号農林水産事務次官依命通知）

（12）国営地域防災対策一体型かんがい排水事業実施要綱（平成27年４月９
日付け26農振第2024号農林水産事務次官依命通知）

（13）国営水利システム再編事業（農地集積促進型）実施要綱（平成27年４
月９日付け26農振第2032号農林水産事務次官依命通知）

２．以下の要綱・要領に基づき実施する事業により整備された小水力等発 ２．以下の農業農村整備事業等の要綱・要領の規定により、固定価格買取
電施設であって、当該要綱・要領の規定に基づき固定価格買取制度との 制度との調整を行う地区
調整を行う施設

（１）農業競争力強化基盤整備事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振
第2092号農林水産省農村振興局長通知）別紙１－１（農地整備事業に係
る運用）第10及び別紙３－１（水利施設整備事業に係る運用）第９

（２）農業基盤整備促進事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振第2090
号）第８

（３）農業水利施設保全合理化事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振
第1932号農林水産省農村振興局長通知）第９

（１）農村地域防災減災事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振2118号 （４）農村地域防災減災事業実施要領（平成25年２月26日付け24農振2118号
農林水産省農村振興局長通知）第12 農林水産省農村振興局長通知）第12

（２）農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け21農振2454 （５）農山漁村地域整備交付金実施要領（平成22年４月１日付け21農振2454
号農林水産省農村振興局長通知）別紙１－１（農地整備に係る運用）運 号農林水産省農村振興局長通知）別紙１－１（農地整備事業に係る運用）
用１（農地整備事業）第10、運用２（農業基盤整備促進事業）第10、別 第11、別紙２（農業基盤整備促進事業に係る運用）第11、別紙４－１（水
紙２（水利施設整備に係る運用）第９、別紙３－１（農地防災に係る運 利施設整備事業に係る運用）第９、別紙５（農業水利施設保全合理化事
用）運用１（農地防災事業）第５、運用２（水質保全対策事業）第４、 業に係る運用）第11、別紙７－１（農地防災事業に係る運用）第６、別
別紙４－１（農村集落基盤再編・整備事業に係る運用）運用１（農村集 紙９（地域用水環境整備事業に係る運用）第５、別紙10（水質保全対策
落基盤再編・整備事業）第10 事業に係る運用）第５、別紙12（農村集落基盤再編・整備事業に係る運

用）第11、別紙13－1（農地環境整備事業に係る運用）第９
（３）農山漁村振興交付金実施要領（平成28年４月１日付け28農振第2326号 （６）農山漁村振興交付金実施要領（平成28年４月１日付け28農振第2326号

農林水産省農村振興局長通知）附則の２の規定により廃止される前の農 農林水産省農村振興局長通知）附則の２の規定により廃止される前の農
山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用について（平成19 山漁村活性化プロジェクト支援交付金実施要領の運用について（平成19
年８月１日付け19企第102号農林水産大臣官房長通知）第４の２の（25） 年８月１日付け19企第102号農林水産大臣官房長通知）第４の２の（25）
及び（26） 及び（26）

（４）沖縄振興公共投資交付金交付要綱（農山漁村地域整備に関する事業、 （７）沖縄振興公共投資交付金交付要綱（農山漁村地域整備に関する事業、
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農山漁村活性化対策整備に関する事業、農業・食品産業強化対策整備に 農山漁村活性化対策整備に関する事業、農業・食品産業強化対策整備に
関する事業、水産業強化対策整備に関する事業、沖縄林業構造確立施設 関する事業、水産業強化対策整備に関する事業、沖縄林業構造確立施設
の整備に関する事業）（平成24年４月６日付け23地第484号農林水産事務 の整備に関する事業）（平成24年４月６日付け23地第484号農林水産事務
次官依命）別紙１運用１（農地整備事業）第２、別紙１運用２（農業基 次官依命）別紙１（農地整備事業に係る運用）第11、別紙３（農業基盤
盤整備促進事業）第10、別紙３運用１（水利施設等整備事業）第２、 整備促進事業に係る運用）第11、別紙５（水利施設整備事業に係る運用）
別紙４運用１（農地防災事業）第２、別紙４運用２（水質保全対策事 第９、別紙７（農業水利施設保全合理化事業に係る運用）第11、別紙９
業）第２、別紙６運用１（農村集落基盤再編・整備事業）第２ （農地防災事業に係る運用）第６、別紙12（地域用水環境整備事業に係

る運用）第５、別紙13（水質保全対策事業に係る運用）第５、別紙16（農
村集落基盤再編・整備事業に係る運用）第11、別紙18（農地環境整備事
業に係る運用）第９

（８）水利施設整備事業（農地集積促進型）実施要領（平成27年４月９日付
け26農振第2053号農林水産省農村振興局長通知）第８

（５）農地耕作条件改善事業実施要領（平成27年４月９日付け26農振第2070 （９）農地耕作条件改善事業実施要領（平成27年４月９日付け26農振第207
号農林水産省農村振興局長通知）第７ 0号農林水産省農村振興局長通知）第７

（10）高収益作物導入促進基盤整備事業実施要領（平成29年3月31日付け28
農振第2159号農林水産省農村振興局長通知）第８

（６）農業水路等長寿命化・防災減災事業実施要領（平成30年３月30日付け
29農振第2712号農林水産省農村振興局長通知）第８

（７）農地中間管理機構関連農地整備事業実施要領（平成30年３月30日付け
29農振第2690号）第８

（８）農業競争力強化農地整備事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振
第2605号）第６

（９）水利施設等保全高度化事業実施要領（平成30年３月30日付け29農振第
2703号）第10

第３ 納付額の算定 第３ 納付額の算定
毎年度の納付額は、次の算式により算定するものとする。 １．毎年度の納付額は、次の算式により算定するものとする。

（算式） （算式）
毎年度の納付額＝当該年度の売電実績量×納付単価 毎年度の納付額＝当該年度の売電実績量×納付単価
納付単価＝(最大出力×FIT建設費単価

※１
×補助率(国費率))÷(最大出 納付単価＝(最大出力×FIT建設費単価

※１
×補助率(国費率))÷(最大出

力×24h×365日×設備利用率※２×調達期間) 力×24h×365日×設備利用率※２×調達期間)
※1：固定価格買取制度による売電契約締結時において調達価格算定 ※1：固定価格買取制度による売電契約締結時において調達価格算定

の基礎となっている建設費単価 の基礎となっている建設費単価
※2：設備利用率の標準値 ※2：設備利用率の標準値

２．納付額の累計が固定価格買取制度による調達価格算定の基礎とされてい
る施設建設費の補助相当分に達した時点で納付は終了するものとする。

〔削る〕 第４ 納付先
納付先は、協議会に他の会計と独立して設ける会計とする。
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第４ 納付期間 第５ 納付期間及び納付時期
納付期間は、固定価格買取制度による売電の調達期間とする。 納付期間は、固定価格買取制度による売電の調達期間とし、納付時期は、
ただし、当該期間が経過するまでに、納付額の累計が固定価格買取制度 売電年度の翌年度の６月末までとする。

による調達価格算定の基礎とされている施設建設費の国費相当分（納付上
限額）に達した時点で納付は終了するものとする。

納付上限額＝最大出力×FIT建設費単価※１×補助率(国費率)
※1：固定価格買取制度による売電契約締結時において調達価格算定の

基礎となっている建設費単価
なお、上記の算出による納付上限額が、当該小水力等発電施設の整備に

係る国営事業または補助事業の国費負担額の合計（以下「国費負担額」と
いう。）を超える場合は、国費負担額を納付上限額とする。

第５ 納付方法 〔新設〕
１ 国営事業の場合

発電主体は、毎年度の納付額について、別記様式１号により、売電年度
の翌年度の６月末までに、それぞれの管轄の地方農政局長等（北海道にあ
っては北海道開発局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その
他の都府県にあっては地方農政局長をいう。）に報告するとともに、地方
農政局長等からの納付の命令を受けて、これを国に納付するものとする。

２ 直接補助等（直接補助等事業者が発電主体）の場合
発電主体は、毎年度の納付額について、別記様式１号により、売電年度

の翌年度の６月末までに、農林水産大臣（第２の２（２）の事業に限る。）、
又はそれぞれの管轄の地方農政局長等（北海道にあっては農林水産大臣、
沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府県にあっては地
方農政局長をいう。以下同じ。）に報告するとともに、農林水産大臣又は
地方農政局長等からの納付の命令を受けて、これを国に納付するものとす
る。

３ 間接補助等（間接補助等事業者が発電主体）の場合
発電主体は、毎年度の納付額について、別記様式１号により、売電年度

の翌年度の５月末までに、直接補助等事業者に報告するものとする。
当該報告を受けた直接補助等事業者は、別記様式２号により、毎年６月

末までに農林水産大臣（第２の２（２）の事業に限る。）又はそれぞれの
管轄の地方農政局長等に報告するとともに、農林水産大臣又は地方農政局
長等からの納付の命令を受けて、これを国に納付するものとする。

〔削る〕 第６ 納付金の使途
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納付金は、小水力等発電施設の導入推進、設置された発電施設の維持管
理の効率化及び長寿命化、土地改良施設の省エネルギー化等、地域におけ
る再生可能エネルギーの有効利用に資する活動に要する経費に支出するも
のとする。

〔削る〕 第７ 報告
協議会は、各土地改良区等からの協議会への納付金の納付状況、協議会

における納付金の活用状況等について、納付金の納付が開始された翌年度
から毎年６月末までに、別記様式１により、それぞれの管轄の地方農政局
長等（北海道にあっては国土交通省北海道開発局長を経由して農林水産省
農村振興局長、沖縄県にあっては内閣府沖縄総合事務局長、その他の都府
県にあっては地方農政局長をいう。以下同じ。）に証拠書類又はその写し
を添えて報告するものとする

〔削る〕 第８ 地方農政局長等が行う指導
第７の報告に関し、地方農政局長等は、必要に応じて協議会に対し、詳

細な報告を求め、又は指導を行うことができる。

〔削る〕 第９ 証拠書類の保管
協議会は、収入・支出の証拠書類又は証拠物を整備し、帳簿とともに、

納付金の支出が全て完了した年度の翌年度から起算して５年間整理保管す
るものとする。

第６ 納付金残額の国庫への納付 第１０ 納付金残額の国庫への納付
協議会（小水力等再生可能エネルギー導入支援事業実施要領（平成29年 協議会は、その解散時に納付金の残額を有する場合には、国庫に納付

３月31日付け28農振第2114号）第２の１に基づき都道府県ごとに設置され するものとする。
た協議会をいう。）は、その解散時に、各土地改良区等から納付された納付
金の残額を有する場合には、これを国に納付するものとする。

附 則
平成30年度末までに事業着手した地区の小水力等発電施設については、

固定買取価格制度との調整を行うことを要しない。ただし、発電主体が土
地改良区等である場合は、平成25年度末までに小水力等発電施設の導入に
ついて技術的・経済的検討が行われ、その導入可能性が確認されているも
のに限る。

〔新設〕
（別記様式１号）
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番 号

年 月 日

第５の１～３の場合に応じた提出先

農林水産大臣 殿

各地方農政局長 殿

国土交通省北海道開発局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長 殿

都道府県知事 殿

市町村長 殿

○○○○

○○○○ 印

農業農村整備事業等と固定価格買取制度との調整に係る

売電収入の一部納付について

○○事業により整備した○○発電所（○○地区）について、農業農村整備事業等に

より整備された小水力等発電施設に関する補助事業等と固定価格買取制度との調整に

ついて（平成26年４月１日付け25農振第2313号農林水産省農村振興局長通知）第５の

規定に基づき、売電収入の一部を納付したく、下記のとおり報告します。

１．事業名 平成○年度○○事業

２．納付額 別紙「平成○年度納付額算定書」のとおり

〔新設〕
（別記様式２号）

番 号

年 月 日

第５の３の場合に応じた提出先

農林水産大臣 殿

各地方農政局長 殿

内閣府沖縄総合事務局長 殿

○○○○

○○○○ 印

農業農村整備事業等と固定価格買取制度との調整に係る

国庫納付について（進達）
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このことについて、○○○○から別添のとおり報告があり、内容を確認したところ、

適正と認められるので進達します。

（要領）

以下の資料を添付すること。

別記様式１号

〔削る〕
（別記様式１号）

番 号

年 月 日

各地方農政局長 殿

農林水産省農村振興局長

（国土交通省北海道開発局長経由 （※１）

内閣府沖縄総合事務局長（※２）

住 所

協議会名

代表者名 印

平成○年度納付金の収支について（報告）

農業農村整備事業等により設置された小水力等発電施設に関する補助事業等と固定

価格買取制度との調整について（平成26年４月１日付け25農振第2313号農林水産省農

村振興局長通知）第７の規定に基づき、別添のとおり、納付金の収支を報告する。

（要領）

実績報告として、以下の資料を添付すること。

１．各土地改良区等ごとの納付金の算定根拠（別紙１）を参照

２．各土地改良区等から納付された納付金の受領に関する文書の写し

３．支払い経費ごとの内訳を記載した帳簿等の写し

※１： 北海道において設置された協議会が実績報告を行う場合

※２： 沖縄県において設置された協議会が実績報告を行う場合

〔削る〕 別記様式１（別紙）

平成○年度納付金収支報告書

○○○協議会
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１ 収入の部

土地改良区等名 発電施設名 納 付 開 本年度納付 前年度納付 本年度を 備考

始年度 額 額 含む納付

累計額

円 円 円

○○土地改良区

○○土地改良区

計

２ 支出の部

区 分 月 実施概要 活動費 納付金 その他 備考

（注１）

①

②

合 計

（注）以下の区分により記載するること。

「①」小水力等発電施設の導入推進に資する活動に要する経費

「②」設置された発電施設の維持管理の効率化及び長寿命化に資する活動に要する経費

「③」土地改良施設の省エネルギー化に資する活動に要する経費

「④」①から③以外の地域における再生可能エネルギーの有効利用に資する活動に要す

る経費

（別紙） （別紙１）

平成○年度 納付額算定書 平成○年度 納付金算定書

平成○年○月○日
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１．発電主体 １．発電主体

発電主体 ○○○ 発電主体 ○土地改良区

土地改良区等事務所所在地 ○県○○市○○ ○番○号 土地改良区等事務所所在地 ○県○○市○○ ○番○号

２．発電施設諸元 ２．発電施設諸元

発電施設名 ○○発電所 発電施設名 ○○発電所

発電施設所在地 ○県○○市○○ ○番○号 発電施設所在地 ○県○○市○○ ○番○号

発電施設整備事業名 ○○営 ○○事業 発電施設整備事業名 ○○営 ○○事業

発電施設整備主体 ○○○ 発電施設整備主体 ○○県

３．固定価格買取制度に関する事項 ３．固定価格買取制度に関する事項

発電種別 （注）小水力発電、太陽光、風力発電の別を記入 発電種別 （注）小水力発電、太陽光、風力発電の別を記入

発電施設の最大出力 ○kW 発電施設の最大出力 ○kW

固定価格買取期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日 固定価格買取期間 平成○年○月○日～平成○年○月○日

４．納付単価算出 ４．納付単価算出

納付単価
※１

＝（最大出力
※２

×FIT建設費単価
※３

×補助率（国費率）
※４

）／ 納付単価
※１

＝（最大出力
※２

×FIT建設費単価
※３

×補助率（国費率）
※４

）／

（最大出力
※２

×24h×365日×設備利用率
※５

×調達期間
※６
） （最大出力

※２
×24h×365日×設備利用率

※５
×調達期間

※６
）

＝（○○kW×○，○○○円×○％）／（○○kW×24×365×○％×○○年） ＝（○○kW×○，○○○円×50％）／（○○kW×24×365×○％×○○年）

＝○．○○円
※１

＝○．○○円
※１

５．納付上限額 〔新設〕
納付上限額

※７
＝最大出力

※２
×FIT建設費単価

※３
×補助率（国費率）

※４

○，○○○円
※７

６．売電実績(kWh) ５．売電実績(kWh)

月 本年度の売電実績 前年度の売電実績 備 考 月 本年度の売電実績 前年度の売電実績 備 考

4月 4月
5月 5月
6月 6月
7月 7月
8月 8月
9月 9月

10月 10月
11月 11月
12月 12月
1月 1月
2月 2月
3月 3月

合計 合計
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※売電実績は、電力会社が発行する毎月の受給電力量のお知らせ等を基に記入する。

７．本年度納付額の算定 ６．本年度納付額の算定

納付額
※８
＝本年度の売電実績

※９
×納付単価

※１
納付額

※７
＝本年度の売電実績

※８
×納付単価

※１

＝○kWh×○．○○円／kWh ＝○kWh×○．○○円／kWh

＝○○○円
※８

＝○○○円
※７

８．納付累計額（円）

年 度 納 付 額 納付累計額 備 考 〔新設〕

（注）１ １つの土地改良区等が複数の発電施設を管理する場合は、発電施設毎に本納付 （注）１ １つの土地改良区等が複数の発電施設を管理する場合は、発電施設毎に本納付

算定書を作成すること 金算定書を作成すること

（注）２ ※の解説 （注）２ ※の解説

区 分 単位 桁 数 内 容 区 分 単位 桁 数 内 容

納付単価
※１

円 小数点以下３位切り ４により算定 納付単価
※１

円 小数点以下３位切り ４により算定

上げ２位止まり 上げ２位止まり

最大出力
※２

kW － 固定価格買取制度の設備認 最大出力
※２

kW － 固定価格買取制度の設備認

定出力 定出力

FIT建設費単価
※３

円 － 固定価格買取制度の調達価 FIT建設費単価
※３

円 － 固定価格買取制度の調達価

格算定の基礎となった建設 格算定の基礎となった建設

費 費
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補助率（国費率）
※４

％ － 小水力等発電施設に係る基 補助率（国費率）
※４

％ － 小水力等発電施設に係る基

本補助率50％、2/3等 本補助率50％、2/3等

設備利用率
※５

％ － 固定価格買取制度の調達価 設備利用率
※５

％ － 固定価格買取制度の調達価

算定の基礎となった設備利 算定の基礎となった設備利

用率 用率

調達期間
※６

年 － 固定価格買取制度よる調達 調達期間
※６

年 － 固定価格買取制度よる調達

期間 期間

納付上限額
※７

円 小数点以下１位切り ５により算定 納付額
※７

円 小数点以下１位切り ６により算定

上げ整数止まり 上げ整数止まり

納付額
※８

円 小数点以下１位切り ７により算定

上げ整数止まり

本年度の売電実績
※９

kWh － ６の売電実績の合計 本年度の売電実績
※８

kWh － ５の売電実績の合計




